
施
し
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
作
成
し
た
条
例
案

の
市
民
説
明
会
を
三
カ
所
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
条
例
制
定
前
に
、
試
行
的
に
議
会
報
告
会

を
市
内
四
カ
所
で
開
催
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

本
特
別
委
員
会
は
、
最
終
案
が
ま
と
ま
る
ま
で

に
十
六
回
開
催
さ
れ
、
当
初
の
目
標
ど
お
り
十
二

月
定
例
会
に
お
い
て
全
員
賛
成
に
よ
り
可
決
さ
れ

て
い
ま
す
。
制
定
ま
で
の
期
間
が
短
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
ま
す
が
、
合
併
後
の
一
期
目
の
議
員
で
制

定
し
よ
う
と
い
う
強
い
思
い
と
、
三
町
合
併
の
市

議
会
だ
か
ら
で
き
た
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
と
の

こ
と
で
し
た
。
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九
州
地
方
整
備
局
雲
仙
復
興
事
務
所
に
お
け
る
雲
仙
普
賢
岳
溶
岩
ド
ー
ム

の
崩
壊
影
響
に
関
す
る
技
術
的
検
討
の
実
施
並
び
に
同
事
務
所
の
防
災
監

視
・
観
測
体
制
を
さ
ら
に
強
化
し
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

　

国
に
お
か
れ
て
は
、
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
災
害
を
契
機
と
し
て
平
成
五
年

に
雲
仙
復
興
事
務
所
を
開
設
さ
れ
、
砂
防
事
業
の
推
進
を
初
め
地
域
高
規

格
道
路
「
島
原
道
路
」
の
整
備
促
進
な
ど
、
地
域
と
一
体
と
な
り
事
業
の

推
進
を
図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
雲
仙
普
賢
岳
で
は
、
噴
火
活
動
が
終
息
し
た
現
在
で
も
、
山

体
斜
面
部
に
は
約
一
億
七
千
万
立
方
メ
ー
ト
ル
も
の
火
砕
流
堆
積
物
が
あ

り
、
山
頂
部
に
は
約
一
億
立
方
メ
ー
ト
ル
の
岩
塊
が
溶
岩
ド
ー
ム
と
し
て

不
安
定
な
状
態
で
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
ド
ー
ム
は
、
冷
え
な
が
ら
自
重

沈
降
し
放
射
線
状
に
動
い
て
お
り
、
周
辺
か
ら
小
規
模
な
崩
落
が
見
ら
れ

る
。
さ
ら
に
溶
岩
ド
ー
ム
に
大
規
模
な
亀
裂
が
生
じ
て
お
り
、
地
震
や
大

雨
に
よ
る
大
規
模
な
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
同
事
務
所
の
火
山
砂
防
事
業
の
進
捗
状
況
は
、
現
在
ま
で
約
九

割
に
達
し
て
い
る
が
、
対
象
事
業
は
降
雨
に
よ
る
土
石
流
対
策
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
溶
岩
ド
ー
ム
崩
壊
を
想
定
し
た
対
応
は
、
事
業
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
溶
岩
ド
ー
ム
の
崩
落
対
策
に
つ
い
て
は
、

特
に
高
度
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
大

規
模
災
害
に
備
え
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
災
害
に
強
い
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
住
民
の
生
命
と
財
産
を
守
り
、
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
の
構
築
と
い
う
崇
高
な
理
念
の
も
と
、
下
記
の
点
に
つ

い
て
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一
、
溶
岩
ド
ー
ム
崩
壊
に
伴
い
発
生
す
る
現
象
及
び
被
害
の
影
響
範
囲
を

　

調
査
対
象
と
し
て
、
学
識
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
雲
仙
復
興
事
務
所

　

の
高
度
な
技
術
力
を
駆
使
し
早
急
に
検
討
を
実
施
す
る
こ
と
。

二
、
土
石
流
及
び
溶
岩
ド
ー
ム
崩
壊
に
対
す
る
地
元
住
民
の
懸
念
が
払
拭

　

さ
れ
な
い
中
、
雲
仙
復
興
事
務
所
を
国
の
出
先
機
関
原
則
廃
止
の
対
象

　

と
せ
ず
、
防
災
監
視
・
観
測
体
制
を
さ
ら
に
強
化
し
存
続
さ
せ
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
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鳥
獣
及
び
野
犬
被
害
防
止
対
策
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

　

近
年
、
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
や
家
畜
へ
の
被
害
は
、
深
刻
な
状
態

に
あ
り
、
そ
の
被
害
は
経
済
的
損
失
に
と
ど
ま
ら
ず
、
農
家
の
生
産
意
欲

を
著
し
く
減
退
さ
せ
、
ひ
い
て
は
農
村
地
域
社
会
の
崩
壊
を
招
き
か
ね
な

い
等
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
額
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
全

国
で
二
百
十
三
億
円
、
前
年
度
に
比
べ
て
十
四
億
円
増
加
し
て
い
る
。
鳥

獣
被
害
全
体
の
七
割
が
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
、
猿
、
カ
ラ
ス
に
よ
る
も
の
で
、

農
作
物
の
被
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
山
林
の
荒
廃
を
招
き
、
豪
雨
時
の
土
砂

流
出
被
害
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
報

道
に
よ
る
と
、
野
犬
の
家
畜
等
に
対
す
る
被
害
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
に
お
い
て
は
平
成
十
九
年
十
二
月
、

議
員
立
法
（
全
会
一
致
）
に
よ
り
、
「
鳥
獣
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
。
こ
れ
に
基
づ
き
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対

策
交
付
金
の
支
給
や
地
方
交
付
税
の
拡
充
、
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ
の

捕
獲
許
可
の
権
限
委
譲
な
ど
、
各
種
支
援
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
生
息
域
の
拡
大
を
続
け
る
野
生
生
物
に
よ
る
被
害
防

止
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
に
よ
る
地

域
ぐ
る
み
の
被
害
防
止
活
動
や
地
域
リ
ー
ダ
ー
、
捕
獲
従
事
者
の
育
成
、

被
害
農
家
へ
の
よ
り
広
範
な
支
援
な
ど
の
対
策
の
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

ま
た
、
野
生
生
物
の
保
護
並
び
に
被
害
防
止
対
策
の
た
め
の
適
切
な
個

体
数
管
理
の
上
か
ら
も
、
正
確
な
頭
数
の
把
握
は
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
の

調
査
方
法
は
い
ま
だ
十
分
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
早
期
の
確
立
が
望
ま
れ

る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
か
れ
て
は
、
鳥
獣
被
害
防
止
の
充
実
を
図
る
た
め
、

下
記
事
項
を
速
や
か
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一　

地
方
自
治
体
が
行
う
被
害
防
止
施
策
に
対
す
る
財
政
支
援
を
充
実
す

　

る
こ
と
。

二　

鳥
獣
被
害
防
止
対
策
に
野
犬
を
加
え
る
こ
と
。

三　

現
場
で
は
有
害
鳥
獣
及
び
野
犬
対
策
に
つ
い
て
の
専
門
家
が
不
足
し

　

て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
門
的
な
知
識
や
経
験
に
立
脚
し
た
人
材
の
養
成

　

及
び
支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
。

四　

有
害
鳥
獣
及
び
野
犬
の
正
確
な
生
息
数
の
把
握
が
で
き
る
調
査
方
法

　

を
確
立
す
る
こ
と
。

五　

効
果
的
な
野
生
鳥
獣
及
び
野
犬
被
害
防
止
対
策
を
構
築
す
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
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